
　全ての子どもは、生まれたときから尊ばれ、世界でただ一人のかけがえのない存在と
して、幸せに生きる権利を持っています。この権利は、人間が長い歴史の中で大変な努力
をして手にしてきたものです。
　子どもの権利が守られるためには、平和で豊かな環境と大人の深い愛情や理解が必
要です。また、子ども自身が、自分の権利を正しく理解し、自分で判断し、意見を述べ、自信
と誇りを持って生きることが大切です。これらの経験を通して、他の人の権利を大切にし、
互いに尊重し合う力を身に付け、責任を持って行動できる大人へと成長していきます。
　大人は、子どもを差別や暴力から守り、子どもと誠実に向き合い、子どもの思いを受け
止め、子どもの最善の利益のために、共に考え、支えていく責任があります。
　子どもは、大人と共に北広島市をつくっていくパートナーです。子どもが参加し、子ども
の視点を大切にしてつくられたまちは、全ての人にとってやさしいまちとなります。子ども
は、社会の一員として尊重され、大人と共に北広島市のまちづくりを担っていきます。
　私たちは、北広島市が平和を願うまちであることに誇りを持っています。平和を願うま
ち北広島市において、子どもは、これからの社会を築いていく未来への希望であり、平和
の灯をいつまでも絶やさないために、大切に育んでいかなければなりません。
　私たち北広島市民は、子どもが夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまちを目指し、日本国
憲法及び児童の権利に関する条約の理念に基づき、北広島市子どもの権利条例を制定
します。

（平成24年12月1日施行）

子どもが幸せに暮らせるまちを目指して

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

無断で複写、転載することは
ご遠慮ください。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※掲載している内容・広告は、令和8年3月現在の情報です。
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